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一
月
十
日
、
高
富
町
役
場
庁

舎
三
階
大
会
議
室
に
お
い
て
、

第
五
回
高
富
町
・
伊
自
良
村
・

美
山
町
合
併
協
議
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

会
長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
報

告
及
び
議
案
の
審
議
に
入
り
ま

し
た
。

報
告
事
項

新
市
名
称
候
補
選
定
小
委
員
会

の
報
告

第
二
回
、
第
三
回
新
市
名
称

候
補
選
定
小
委
員
会
の
協
議
結

果
と
し
て
、
平
野
委
員
長
か
ら

募
集
要
領
及
び
選
定
方
法
に
つ

い
て
報
告
が
あ
り
、
二
月
一
日

か
ら
新
市
名
称
候
補
の
募
集
を

開
始
す
る
こ
と
等
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

詳
し
く
は
、
新
市
名
称
応
募

用
紙
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
す

る
住
民
意
識
調
査
」
結
果
の
中

間
報
告

昨
年
十
月
に
行
わ
れ
た
「
新

し
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
住

民
意
識
調
査
」
の
調
査
結
果
に

つ
い
て
、
中
間
報
告
が
あ
り
ま

合併協議会だより　　平成14年 2月

し
た
。

概
要
に
つ
い
て

は
、
三
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

協
議
事
項

協
議
第
十
一
号

地
方
税
の
取
扱
い

に
つ
い
て

地
方
税（
国
民
健

康
保
険
税
を
除

く
。）
の
取
扱
い
に

つ
い
て
、
次
の
と

お
り
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

◇
個
人
町（
村
）民

税
・
法
人
町（
村
）民
税
・
固
定

資
産
税
・
軽
自
動
車
税
・
町

（
村
）た
ば
こ
税
・
鉱
山
税
・
特

別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て

は
、
市
税
と
し
て
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

◇
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、
美
山

町
の
制
度
を
新
市
に
引
き
継

ぐ
。

◇
固
定
資
産
税
の
納
期
に
つ
い

て
は
、
美
山
町
の
例
に
よ
り

調
整
す
る
。

◇
軽
自
動
車
税
の
納
期
に
つ
い

て
は
、
伊
自
良
村
・
美
山
町

の
例
に
よ
り
調
整
す
る
。

こ
れ
ら
を
受
け
、
新
市
に
お

け
る
固
定
資
産
税
と
軽
自
動
車

税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

○
固
定
資
産
税
の
納
期

・
第
一
期

四
月
一
日
〜

四
月
三
十
日

・
第
二
期

七
月
一
日
〜

七
月
三
十
一
日

・
第
三
期

十
二
月
一
日
〜

十
二
月
二
十
五
日

・
第
四
期

翌
年
二
月
一
日
〜

二
月
末
日

○
軽
自
動
車
税
の
納
期

四
月
十
一
日
〜

四
月
三
十
日

協
議
第
十
二
号

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て条

例
・
規
則
に
つ
い
て
は
、

各
協
議
項
目
の
調
整
方
針
に
基

づ
き
統
一
を
図
り
、
新
市
に
お

け
る
事
務
事
業
に
支
障
が
な
い

よ
う
整
備
す
る
こ
と
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

協
議
第
十
三
号

町
、
字
の
区
域
及
び
名
称
の
取

扱
い
に
つ
い
て

町
、
字
の
区
域
及
び
名
称
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と

す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し

た
。

協
議
第
十
四
号

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
①

市
民
憲
章
、
市
章
、
市
の
花
、

市
の
木
及
び
宣
言
に
つ
い
て

は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る

こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
慣
行
に
つ
い
て

は
、
今
後
合
併
協
議
会
に
お
い

て
別
途
協
議
さ
れ
ま
す
。

一
月
十
日
、
高
富
町
役
場
庁

舎
に
お
い
て
、
第
四
回
新
市
名

称
候
補
選
定
小
委
員
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
小
委
員
会
で
は
、
新

市
の
名
称
候
補
を
募
集
す
る
た

め
の
専
用
応
募
用
紙
等
の
協
議

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

次
回
第
五
回
小
委
員
会
は
、

四
月
中
旬
に
開
催
さ
れ
る
予
定

で
す
。

第
5
回

合
併
協
議
会
の
報
告

第
5
回

合
併
協
議
会
の
報
告

小
委
員
会
開
催

小
委
員
会
開
催

国民健康
保険税を除く〔 〕

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税

に
つ
い
て
は
、
今
後
合
併
協

議
会
に
お
い
て
別
途
協
議
さ

れ
ま
す
。



「新しいまちづくりに関する住民意識調査」
結果中間報告の概要

3 合併協議会だより　　平成14年 2月

「新しいまちづくりに関する住民意識調査」
結果中間報告の概要

ここでは、昨年10月に実施された「新しいまちづくりに関する住民意識調査」の結果の概要について
お知らせします。

配　布　数 8,622通

有効回収数 4,162通

有効回収率 48.3％

10～20代 30代
3.4

10.1 20.7 26.0 22.5 14.9

2.3
40代 50代 60代 無回答70歳以上

男

63.0 33.1

3.9
女 無回答

57.7 10.1 30.2

2.0
高富町 伊自良村 美山町 無回答居住町村別

〈回答者の内訳〉

性　別

年齢別

頻繁に見聞きした
31.7％

8.0％

57.4％

1.8％ 1.0％

たまに見聞きした

あまり見聞き
しなかった

全く見聞き
しなかった

無回答

市町村合併の見聞きについて

一般論として「市町村合併」に期待すること（複数回答可）

一般論として「市町村合併」
の必要性について

山県郡 3 町村の合併につい

ての関心

大いに関心がある

まあまあ関心がある

ほとんど
関心がない

全く
関心がない

わからない 無回答

31.2％

46.1％

11.1％

4.9％
5.3％

1.4％

0 10 20 30 40 50 60

53.2％

52.2％

44.4％

20.5％

19.6％

18.5％

11.7％

6.5％

6.8％

行政事務の効率化により経費削減につながる

各種行政サービスの充実と安定的な供給

道路・公共施設整備など広域的視点からのまちづくり

イメージが良くなり、知名度が上がる

重点的な投資により魅力的な事業が可能

他の市町村にあった文化施設や体育施設が自由に使える

専門的・高度な能力を持った専門職員の確保・育成

その他

無回答

0 10 20 30 40 50

保健・福祉のまち
自然環境を大切にするまち

生活環境が整ったまち
安全なまち

清潔・快適なまち
産業のまち

活気のあふれるまち
文化の香りがあるまち

景観の優れたまち
ふれあいのまち
健やかなまち

伝統などを大切にするまち
その他

無回答

48.5％
40.5％

40.1％
29.1％

27.6％
18.6％

14.2％
11.9％

10.3％

10.0％

4.9％
9.9％

2.4％
3.7％

必要があると
思う

どちらかというと
必要があると思う

どちらかというと
必要がないと思う

必要がないと
思う

わからない

無回答

29.5％

30.7％

13.3％

9.4％

15.3％

1.8％

山県郡3町村の将来イメージについて（複数回答可）

（グラフの合計数値が100％にならないことがあります。）
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新
し
い
年
が
明
け
た
ば

か
り
の
一
月
三
日
、
大
雪

が
あ
り
ま
し
た
。
郡
内
で

は
、
一
メ
ー
ト
ル
以
上
積
も

っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う

で
す
。
私
自
身
、
こ
れ
ほ
ど

雪
が
降
っ
た
こ
と
を
、
今
ま

で
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
ホ
ン
ト
に
ビ
ッ

ク
リ
し
ま
し
た
。

合
併
協
議
会
だ
よ
り
第

五
号
に
、
カ
メ
ム
シ
が
大

発
生
し
、
大
雪
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

書
き
ま
し
た
が
、
ど
う
や

ら
、
こ
の「
い
わ
れ
」
は
、
ホ

ン
ト
の
よ
う
で
す
ね
。

さ
て
、
二
月
一
日
か
ら

新
市
名
称
候
補
の
募
集
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。
み
な

さ
ん
も
、「
新
市
」に
ぴ
っ
た

り
の
名
称
を
考
え
て
、
ど

し
ど
し
御
応
募
く
だ
さ
い
。

（
つ
）

編

集

後

記

この印刷物は石油系インキではなく、
地球に優しい大豆油を使用したインキで印刷されています。 古紙配合率100％再生紙を使用しています。

合
併
し
て
市
に
な
っ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
基
本
的
に
税
金
が

高
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。（
国
民
健
康
保
険
税
は
、

今
後
別
途
協
議
さ
れ
ま
す
の
で

除
き
ま
す
。）

現
在
、
高
富
町
、
伊
自
良
村
、

美
山
町
が
そ
れ
ぞ
れ
賦
課
し
て

い
る
地
方
税
に
は
、
住
民
税
、

法
人
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自

動
車
税
等
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
地
方
税
の
税
率
に
つ
い
て

は
、
三
町
村
と
も
標
準
税
率
を

用
い
て
お
り
、
同
一
で
す
。

三
町
村
が
合
併
し
て
市
に
な

っ
た
場
合
、こ
れ
ら
地
方
税
は
、

市
税
と
し
て
現
行
の
と
お
り

（
現
在
の
三
町
村
の
制
度
の
ま

ま
）新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
、

第
五
回
合
併
協
議
会
で
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
今
回
の
合
併
協
議
会

に
お
い
て
、
合
併
時
に
都
市
計

画
税
等
の
新
た
な
税
を
創
設
し

な
い
こ
と
も
承
認
さ
れ
ま
し

た
。字

の
区
域
及
び
名
称
に
つ
い

の
よ
う
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

例現

在

・
岐
阜
県
山
県
郡

高
富
町
高
木
一
〇
〇
〇
―

一

・
岐
阜
県
山
県
郡

伊
自
良
村
大
門
九
二
二
―

四

・
岐
阜
県
山
県
郡

美
山
町
谷
合
一
三
五
八
―

一

合
併
後

・
岐
阜
県
○
○
市

高
木
一
〇
〇
〇
―

一

・
岐
阜
県
○
○
市

大
門
九
二
二
―

四

・
岐
阜
県
○
○
市

谷
合
一
三
五
八
―

一

第7回合併協議会開催予定

日 時
3月1日　金曜日
午後1時30分から

場所

高富町役場庁舎
3階大会議室

会
議
録
等
を
閲
覧
で
き
ま
す

合
併
協
議
会
の
会
議
録

や
会
議
資
料
を
閲
覧
で
き

ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、

合
併
協
議
会
事
務
局
、
伊

自
良
村
又
は
美
山
町
役
場

の
市
町
村
合
併
相
談
窓
口

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

合
併
協
議
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

会
議
の
傍
聴
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
会
議
開
始
十

五
分
前
ま
で
に
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
傍
聴
証

を
お
渡
し
し
ま
す
。
な
お
、

希
望
者
が
定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

合併協議事項一覧表
平成14年 1 月10日現在

合併協議会における協議事項 状況

承認：● 一部承認： 協議中：▲ 未協議：○

も
し
、
三
町
村
が
合
併
し
て

市
に
な
っ
た
場
合
、
税
金
は

高
く
な
る
の
？

も
し
、
三
町
村
が
合
併
し
て

市
に
な
っ
た
場
合
、
住
所
は

ど
の
よ
う
に
表
示
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
？

1 合併の方式 ●

2 合併の期日 ●

3 新市の名称 ▲

4 新市の事務所の位置 ●

5 財産及び債務の取扱い ●

6 議会の議員の定数及び任期の取扱い ○

7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い ○

8 地方税の取扱い ●

9 一般職の職員の身分の取扱い ○

10 特別職の職員の身分の取扱い ○

11 条例、規則等の取扱い ●

12 事務組織及び機構の取扱い ○

13 一部事務組合等の取扱い ○

14 使用料・手数料等の取扱い ○

15 公共的団体等の取扱い ○

16 各種団体への補助金、交付金等の取扱い ○

17 町、字の区域及び名称の取扱い ●

18 慣行の取扱い

19 消防団の取扱い ○

20 各種事務事業の取扱い　　　　　

1 自治会関係事業 ○

2 防災関係事業 ○

3 地域情報化関係事業 ○

4 総合交通関係事業 ○

5 国民健康保険事業 ○

6 福祉関係事業 ○

7 保健・環境関係事業 ○

8 産業・建設関係事業 ○

9 上・下水道関係事業 ○

10 学校教育関係事業 ○

11 社会教育関係事業 ○

12 その他協議が必要な事業 ○

21 新市建設計画に係る事項 ○

て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る

こ
と
が
第
五
回
合
併
協
議
会
で

承
認
さ
れ
た
た
め
、
住
所
は
次



山県郡3町村
高 富 町
伊自良村
美 山 町

高富町・伊自良村・美山町合併協議会

あ
な
た
の
望
む
ま
ち
づ
く
り
へ
の
第
一
歩
で
す
。

ま
ち
の
未
来
、一
緒
に
創
っ
て
い
き
ま
せ
ん
か
。



新市名称専用応募用紙

新市の名称（ふりがなをつけてください）

市
住所　〒

名称の理由

年齢 電話番号（自宅・勤務先）

歳 － －

ふりがな

氏 名

キ リ ト リ

キ リ ト リ

キ

リ

ト

リ

キ

リ

ト

リ

キ

リ

ト

リ

新市名称専用応募用紙

新市の名称（ふりがなをつけてください）

市
住所　〒

名称の理由

年齢 電話番号（自宅・勤務先）

歳 － －

ふりがな

氏 名

新市名称専用応募用紙

新市の名称（ふりがなをつけてください）

市
住所　〒

名称の理由

年齢 電話番号（自宅・勤務先）

歳 － －

ふりがな

氏 名

高富町・伊自良村・美山町合併協議会では、山県郡３町村が
合併した場合に誕生する新しい市の名称を募集します。
山県郡に愛着のある方、関心のある方ならどなたでも応募で
きます。
あなたが“新市の名付け親” ふるってご応募ください。

公　募　期　間

募　集　要　領

応募できる人

応 募 の 方 法

新市の名称の表し方

応募記載の内容

賞　　　　　品

提　　出　　先

そ　　の　　他

発　　　　　表

平成14年2月1日（金）～平成14年3月20日（水）当日消印有効

どなたでも応募できます。

専用応募用紙、はがき（専用応募はがき又は通常のはがき）、封書、FAX、ホ－ムペ－ジ
①応募は１件につき１点のみ記入してください。
※FAXについては、用紙１枚を１件とします。
※封書で送付される場合は複数同封されても構いませんが、用紙１枚を１件とします。

②お一人様何点でも応募できますが、同一名称の応募は１点限り有効とします。

漢字、ひらがな、カタカナのいずれかを使用してください。その組み合わせは自由と
します。

新市の名称、名称のふりがな、名称の理由、住所、氏名、年齢、電話番号

応募記載の内容をご記入のうえ下記の宛先に提出してください。
●持参される場合
①高富町、伊自良村又は美山町役場総務課（市町村合併相談窓口）
②高富町・伊自良村・美山町合併協議会事務局（高富町役場庁舎２階）

●郵送の場合
〒501-2192 岐阜県山県郡高富町高木1000番地1
高富町・伊自良村・美山町合併協議会事務局

●FAXの場合　0581-23-1101（合併協議会事務局）
●ホ－ムペ－ジの場合　http://www.gappei-tim.jp

採用された作品については、一部補作する場合もあります。
応募された作品に関する一切の権利は、合併協議会に帰属します。

高富町・伊自良村・美山町合併協議会で決定し次第、合併協議会だより及びホ－ム
ペ－ジで発表します。

お問い合わせ先　高富町・伊自良村・美山町合併協議会事務局　TEL 0581-23-1100 FAX 0581-23-1101まで

応募された方の中から、「名付け親大賞」、「名付け親賞」、「特別賞」が次のとおり贈
られます。

名付け親大賞 １名　　　　【10万円分商品券】

名付け親賞 10名以内　　【１万円分商品券】

特　別　賞 20名以内　　【５千円相当地元特産品】

・漢字、ひらがな、カタカナにより表記された読み書きが容易な名称
・既存の市町村名（高富・伊自良・美山も含む。）でない名称
・名称の理由が明確なもの
例えば、山県郡が地理的にイメ－ジできる名称、山県郡の歴史文化にちなんだ名称、住民等の理想や願いにちなんだ名称　等

※同一名称への応募数については選考の際の参考に留める。

（参考までに名称候補選定基準は下記のとおりです。）



郵　便　は　が　き

50円切手を
お貼り下さい

高
富
町
・
伊
自
良
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新 市 名 称 専 用 応 募 は が き

住　所　〒

氏　名

電話番号（自　宅・勤務先）

応募締切　平成14年3月20日（水）当日消印有効

― ―

年　齢

歳

ふりがな

新市の名称（ふりがなをつけてください）

名称の理由

市


